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経済産業省産業技術環境局環境指導室 

環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理･不法投棄対策室 

 

 

ＥＵ諸国を輸入国又は通過国とする中古自動車部品の輸出について（お知らせ） 

 

 

今般、ＥＵ諸国を通過国とする中古自動車部品の輸出に関し、別紙の問題が発生し

ました。 

 つきましては、輸出する中古自動車部品をそのまま再使用せず、部品を分解して一

部のみを利用したり、鉄資源等の原料として利用したりするなど、回収利用又は再生

利用が行われる場合には、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関す

るバーゼル条約（平成５年条約第７号）第１条第１項に規定する有害廃棄物に該当す

る可能性がある点に留意するよう、御周知方お願いします。 

 また、フランスを始めとするＥＵ諸国においては、中古自動車部品として輸出され

る貨物であっても、その積載状況等によっては欧州理事会規則に規定する廃棄物とみ

なされるおそれがあることから、フランスを始めとするＥＵ諸国を輸入国又は通過国

とする中古自動車部品の輸出に際しては、次の事項につき輸出者が輸出前に確認する

よう、御周知方お願いします。 
 
１．そのままでは再使用ができず修理が必要なものが積載されていないこと。 
２．輸出前に再使用できるものと確認した貨物が輸送途中に破損及び油漏れを生じ 
てしまうことのないように積載されていること。 

 
 

＜連絡先＞ 

経済産業省産業技術環境局環境指導室 

電話 03-3501-4665（直通） 

環境省大臣官房廃棄物･リサイクル対策部適正処理･不法投棄対策室 

電話 03-3581-3351 内線 6887 



 

 
                                （別紙） 
 

※参考 

2005 年８月、日本からＡ国に向けて、中古自動車部品の輸出が行われた。この際、通過国

のフランスにおいて検査が実施されたところ、フランス当局から、当該貨物は運搬途中での

破損を防止するための梱包がなされていない上、油漏れもあることから、そのまま中古利用

されるものとは考えられず、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバ

ーゼル条約（平成５年条約第７号。以下「バーゼル条約」という。）に基づく有害廃棄物に

該当するものであるとの指摘を受けた。この判断に基づき、同条約に基づく輸出国（日本）

から通過国（フランス）への通告がなかったとして、2006 年２月に同当局により貨物の引取

り要請が行われた。 

その後、日本・フランス関係当局の協議により、当該貨物がバーゼル条約に基づく有害廃

棄物に該当するか否かについては合意を得られなかったものの、当該貨物は欧州理事会規則

No259/93 に基づく通報が必要とされる廃棄物であるとフランス側が主張し、輸出業者が当該

通報をフランス当局に対して行うことにより、フランスからＡ国への輸出が許可されること

となった。 

 


